
⻄原町役場 産業観光課 農林⽔産係
ＴＥＬ：945-4540

『農業従事者』や『農業を始めたい方』・『農地所有者』や『ご家族の方』 対象

＜話し合う内容＞

・現在の利用状況や農地所有者（農地の出し手）の意向について

・地域の将来（これから）の農業はどうなるのか。
・今後、地域で農業の中心となる者（農業を担う者）について

・農地を担う者へどう活用させるか。（農地利用のあり方）

・農地バンク（農地中間管理機構）の活用方針 など

日時
開催場所

（これからの農業について話し合う地区）

２月２８日（水） 西原町町民交流センター（中ホール）
（幸地・棚原・徳佐田・森川・千原・上原・
翁長・与那城・我謝・安室・桃原・池田）19：00～20：30

２月２９日（木） 西原町町民交流センター（中ホール）
（呉屋・津花波・小橋川・内間・掛保久・
嘉手苅・小那覇・兼久・小波津・東崎）19：00～20：30

※ 注意事項 ※
・農業の振興について話し合いをする場となります。農地に家を作りたい、畑を辞めて農地をなくした
いと話をする場ではないので、ご了承ください。



⻄原町では、地域の農業・農地の課題について話し合うため、
みなさんと一緒に、関係機関（農業委員会、農地バンク、ＪＡ、
など）と一体となって、
「地域計画の策定とその実⾏」に向け取り組んでいま
す。

①地域計画を策定した区域を対象とする支援措置
②目標地図に位置付けられた経営体を対象とする支援措置

①区域を対象とする支援

・強い農業づくり総合⽀援交付⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ
・機構集積協⼒⾦のうち地域集積協⼒⾦、集約化奨励⾦
・農地耕作条件改善事業
・農⼭漁村振興交付⾦のうち最適⼟地利⽤総合対策 等

地域計画の区域や目標地図に位置付けられた経営体には、
いろいろな⽀援措置があります。

【地域計画とは？】

○ 農業者や地域のみなさんの話合いにより策定され

る地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図で

す。

おおむね10年後を見据え、担い手を含め、農地所

有者、地域住民なども交えて、話し合うことが重要

となります。

○ 中心となる農業者（担い手）がいない地域では、

地域計画にその旨を記載し、地域外から新たに農業

を担う者を地域に呼び込むために活用します。

★ みんなで地域の農業について考えましょう。

話しやすい雰囲気で盛り上がるように、⻄原町・⻄原町農業委員
会・農地バンク・ＪＡなども話し合いに参加・協⼒し、農地の地図
で現状を確認することで地域の農業を考えやすいようにします！！

将来の目標地図
例

地図を⾒ながら
話合いましょう。

②目標地図に位置付けられた経営体を対象とする支援

・農地利⽤効率化等⽀援交付⾦
・新規就農者育成総合対策のうち経営開始資⾦、経営発展⽀援事業
・スーパーL資⾦・農業近代化資⾦⾦利負担軽減措置 等

※徐々に作り上げていきましょう。


